
 1

 

グリーンコープ生活再生相談室の取り組み報告 
セーフティネット貸付実現全国会議創立総会シンポジウム 

―――金融庁報告用ダイジェスト版（Ｈ２０年９月１日）――― 

       （平成１８年８月２１日から平成２０年年６月２０日までの記録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活再生相談室   平成１８年 ８月２１日開設 

           

相談件数累計    平成２０年 ６月２０日現在 

電話相談  ３１６６件 

初回面談  １４１８件 

家族面談  １５６９件 

 

現在の相談員体制    相談員   １３名 

事務局次長 １名（相談員兼任） 

室 長   １名 

年度の特徴 

平成１８年度は開設初年度 ８月２１日～翌年３月２０日 

平成１９年度は開設２年目 １年間の事業活動 

平成２０年度は３月２１日から６月２０日までの３ヶ月間 

 (４月２１日からは福岡県との協働事業が開始される。) 

 

 

 

グリーンコープ生活協同組合ふくおか 

常務理事 室長  行岡みち子 

グリーンコープ生活再生相談室 

電話 ０９２－４８２－７７８８ 
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一、生活再生相談事業報告 
（１）相談件数と面談実績（単位・件数） 

 平成 18 年度

（９月～） 
平成 19 年度

（１年間） 
平成 20 年度 
（４～６月) 

累 計 
(１年10ヶ月)

相談件数 ５８７ １，３２３ １，２５６  ３，１６６ 

面談件数 ３３５ ６８８ ３９５  １，４１８ 

面談の女性率 ５７％ ６５％ ５３．２％ ５５．９％

面談の組合員率 ６５％ ５１％ １２．３％ ３９．１％

家族を含む面談 ３８７ ７６１ ４２１  １，５６９ 

 
（２）面談の結果（単位・件数） 

 平成 18 年度

（９月～） 
平成 19 年度

（１年間） 
平成 20 年度 
（４～６月) 

累 計 
(１年10ヶ月)

相談解決 ４７ ９０ １１  １４８ 

他団体紹介 １２ １６ ３  ３１ 

弁護士･司法書士同行 ２２８ ４３２ １９１  ８５１ 

面談継続 １３ ３７ ４０  ９０ 

小計（解決途上） ３００ ５７５ ２４５  １，１２０ 

解決率 ７７．５％ ７５．６％ ５８．２％ ７１．４％

連絡待ち ６０ ８０ ８７  ２２７ 

相談終結 ２７ １０６ ８９  ２２２ 

一）相談解決とは面談により解決に向かった件数をいう 
二）解決率とは面談者のうち、何らかの解決方針が定まり解決へ向かっている人の割

合をいう。 
１）平成２０年５月は８６５件もの相談があった。新人相談員も増加し、対応に追

われ、解決率が低下した。 
２）平成２０年度、急激に相談･面談件数が増え、かつ組合員外の利用が約８８％に

達し、相談員の疲労が重なっていることが低下の原因と考えられる。 
 
（３）弁護士・司法書士への同行結果（単位・件数） 

 平成 18 年度 
（９月～） 

平成 19 年度

（１年間） 
平成 20 年度

（４～６月) 
累 計 

(１年 10 ヶ月) 
任意整理 １４２  ３１７ １３１ ５９０  ６９．３％

個人再生 ３６  ３６ １０ ８２  ９．７％

自己破産 ４１  ５９ ３２ １３２  １５．５％

その他 ９  ２０ １８ ４７  ５．５％

計 ２２８件 ４３２件 １９１件 ８５１件     
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一）弁護士･司法書士への同行結果は債務整理方針を相談した初回の方針で最終的な結

果ではない。終了報告が弁護士･司法書士から届き、解決方針の変更を確認すること

もある。終了報告を受けて予後のサポートに向かうようにしている。 
 
（４）相談者の属性―――詳細は 別紙相談者の属性の推移 を参照下さい。 

一）平成２０年度、福岡県との協働事業開始後の特徴 
１）面談者の男性数が増え、全体に男性が占める割合が増えた。 
２）自営業者の相談が増加した。Ｈ１９年度１４％からＨ２０年度１９％へ 
３）過去に債務整理をした人が占める割合が、３８％になり、前年より２３ポイン

ト増加。本年３ヶ月で前年１年間の１．３６倍の人数となった。 
４）債務整理をしても家計が成り立たないと自覚する人が増え約半数になる。前年

より、１６ポイント悪化した。 

 

二、生活再生貸付事業報告 
（１）生活再生貸付の意味 

―――平成18年６月第６期通常総代会で以下のように確認しています。 

 

（１）生活協同組合の事業は、組合員への最大奉仕の原則に基づき運営され、営利事業

ではありません。生活再生貸付事業は貸付による営利が目的ではなく、組合員間の

助け合いにより、組合員の経済生活や多重債務の諸問題に対応するための事業です。 

（２）生活再生貸付事業は、組合員みんなの大切な財産を運用し、相互扶助の精神に支

えられて賄われます。利用する組合員も支える組合員も共にその意味をよく理解し、

堅実な貸付事業の運営を目指します。 

（３）生活再生貸付事業は、多重債務問題の法的救済が困難である場合や多重債務前の

予防的段階での債務状態の解決、および税金や公共料金の整理や一時的な生活資金

の貸付として対応する事業です。 

（４）生活再生貸付事業は、相談者自身が自らの経済生活の現状を認識し、主体的な判

断と明確な意思をもって生活再生に向かうための事業です。従って、生活資金の貸

付は、生活再生相談事業をとおして行い、貸付以降も相談者の生活再生を援助し、

必要な相談を定期的に行う事業です。 

 

 

（２）貸付の目的･････福岡県との協働事業により員外利用が可能となる 

一）滞納生活費支払貸付（員外利用可） 

    多重債務の整理中で債務整理では解決できない金融債務以外の生活費の滞納（税

金、健康保険料、校納金など）を支払うための貸付 

二）小額債務弁済貸付 （組合員加入が必要） 

生活資金として借り入れた金融債務で、借入期間が短く､かつ､少額であるために
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法的債務整理による債務圧縮効果があまり期待できない場合の一括弁済のための

貸付 

三）生活自立支援貸付（員外利用可） 

債務整理は終了したが信用情報機関への登録期間中で金融機関からの借入が困難

な場合の緊急な生活資金の貸付 

四）一時的生活資金貸付（組合員加入が必要） 

金融債務は無いが、緊急な生活資金を必要とする場合の貸付 

 

（３）貸付条件（テーマは家族で相談） 

一）貸付利息は年利９．５％。 返済金額は元利金等払いで、原則は６０ヶ月以内の

返済。金融機関の口座自動振替を基本とする。 

二）家計表診断及びライフプラン作成と５年間のキャッシュフローを提示。相談者は

家計管理の必要性を理解し、貸付後３ヶ月目に家計表とキャッシュフロー表の精度

を点検する。以降も定期的な相談員面談を３年間は継続する旨の契約書締結。 

三）家族・親族の見守りと応援を重視し、連帯保証人は家族を基本にお願いする。 

四）貸付限度は１５０万円前後、それを超える場合は理事会の承認が必要 

 

（４）貸付･運転資金はグリーンコープ生協本体の自己資金を運用 

一）組合員出資金は平成２０年３月次６８億円 

二）平成２０年３月２０日のキャッシュフローは２７億４，０００万円。このうちの

１０億円までは貸付資金とすることができる（第８期通常総代会確認）。追加資金の

補充は５億円までを銀行もしくはグリーンコープ連合からの借り入れによる資金と

することを確認済み。 

三）運用資金については、他県のグリーンコープもほぼ同じ仕組みで準備する予定。 

 
（５）グリーンコープ生活再生貸付の実績（平成２０年６月２０日まで） 

―――貸付希望率、貸付実行率、貸付金額の推移――― 
 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

平成 20 年度 
４～６ 

累 計 
１年１０ヶ月

相談件数 ５８７件 １，３２３件 １，２５６件 ３，１６６件

面談件数 ３３５人 ６８８人 ３９５人 １，４１８人

家族に拡大 ３８７人 ７６１人 ４２１人 １，５６９人

貸付希望者 
貸付希望率 

 ３３０人

４８．０％

２９４人 
７４．４％ 

 

貸付実行件数 ２３件 ９６件 ２８件 １４７件

貸付金額（円) ２，３８６万 ９，２３９万 ２，４５８万 １４，０８３万

貸付平均額(円) １０４万 ９６万 ８８万 ９６万

貸付実行率 ６．９％ １４％ ７．１％ １０．４％
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一）平成１８年８月２１日から平成２０年６月２０日までの１年１０ヶ月の初回面談

者１，４１８家族（１，５６９人）の内、貸付が成立したのは１４７件、貸付実行

率は１０．４％。平成１８年度は６．９％の貸付率。平成１９年度は１４％の貸付

率と大きく改善されたが、平成２０年度は面談数が一気に急増するなか、貸付率は

７．１％に落ちた。 
二）平成２０年度の特徴として、①相談件数が爆発的に急増し、対応力が低下してい

ること、②状況に対する相談員の経験が不足していること、③福岡県の業務委託に

よる相談室の３ヶ所新設（他県の立ち上げを含むと６ヶ所）を展開していることか

ら、相談内容への指導･点検が十分でなく解決率と貸付実行率の低下を招いている

と判断している。 
三）尚、平成２０年６月２０日締めの貸付総金額は１４，０８３万円（１４７件）で、

平均貸付金額は約９６万円。平成２０年度の３ヶ月間の貸付総額は２，４５８万円

で平均貸付金額は８８万円、平成１８年度に比較すると年毎に、平均貸付金額が低

下している。面談の中で、貸付内容の振り分けがうまく機能し始めている結果と評 

価している。 
四）ちなみに、平成１９年度は面談者の４８％が貸付希望で相談に来ていたが、福岡

県との協働事業が発表されたあとの貸付希望者は７４．４％に増えている。今年に

入り、貸付希望が急増している現実を実感しているが、貸せる状態でない人が多い

という印象もある。 
 
（６）年度別貸付目的の分布状況 

 前 年 同 月 対 比 

貸 付 目 的 平成 18 年度 平成 19 年度
平成20年 

４～６月 
平成19年 

４～６月 
件数 ７件 ２２件 ８件  ５件 

一 滞納生活 
費支払 ％ ３０％ ２３％   ２９％ ２９％ 

件数 １１件 ３７件 ６件  ４件 
二 

小額債務 
  弁済 ％ ４８％ ３９％ ２１％  ２４％ 

件数 ７件 ３２件 １３件  ４件 
三 

生活自立 
  支援 ％ ３０％ ３３％ ４６％  ２４％ 

件数 ３件 １２件 ２件  ５件 
四 

一時的 
生活資金 ％ １３％ １３％ ７％  ２９％ 

件数 ２３件 ９６件 ２８件  １７件  
万円 ２，３８６ ９，２３９ ２，４５９  １，１６８ 

 
一）貸付目的の分布率としては、貸付目的二の｢少額債務弁済｣のための貸付が減少し、

貸付目的三の｢生活自立支援｣のための貸付が大きく伸び、ブラックリスト期間中へ

の対応が特に必要な状況が見える。 
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二）貸付実行率平成２０年度（４～６月期）の７％は、平成１９年度の１４％に比較

し、低下しているが、前年同期間（４～６月期）の件数で比較すると１．６倍、貸

付金額は１，２９１万円増の２．１倍となっている。 

 

（７）貸付金の返済状況について 

一）既に弁済が終了した人は１１人、総額９４３万円である。完済理由は、過払い返

還による理由が一番多く４件、家計にゆとりが出たためが２件、その他年金支給ま

でのつなぎや奨学金立替で入金に伴う弁済などがある。 
二）貸付金の弁済は、１名の滞納者以外は毎月きちんと行われている。滞納者は、初

期の相談者。ケース検討会では貸付を危惧する声はあったが、相談者の困窮状況に

押し切られた感がある。結果的に不誠実・悪質な様子もあるが、もうしばらく様子

を見る予定。 
三）貸付に当たっては生活設計を充分に相談し、家計表の作成とライフプランニング

をたて、各家庭のキャッシュフロー表（５年間）を作成し、相談者ご家庭の経済生

活の推移がよく見えるように相談している。夫婦、親子での相談を重ね、将来への

希望を家族で確認することで、生活再生への確かな歩みが始まっている。 
四）支払いが遅れる場合は相談者から連絡が届くことも多い。債務整理に向けての面

談や弁護士・司法書士事務所への同行プロセスの中で、相互の信頼関係を形成でき

ていることが役立っていると思える。 
五）２００８年５月次銀行自動引落し不能者状況 

１）自動引落としの回数は２５日（１回目）と翌月１０日（２回目）の２回 

２）１回目（２５日）の引落し段階で請求合計件数１３７件に対し、２２件の引落

とし不能発生。１回目の引落し不能は請求件数に対し約１６％を占める。不能理

由は他の支出（教育費関係）に回した、入金が間に合わなかった、本人不在で家

族からの連絡など多様であるが、特に問題はない。 

３）２回目の引落としで５件未納。そのうち３件は１２～１５日の間に振込みによ

り支払終了。残り２件のうち、１件は次月分と一緒に支払う予定。もう１件は、

翌月に支払予定。 

４）５月次は前月に対し、引落とし不能件数は２倍となった。 

六）７月次の銀行自動引落しは２回目で１名のみの不能が発生したが、当日本人から

連絡があり、振り込み完了。 

 
（７）今後の課題 

一）行政の相談窓口や債務整理対応途上での課題 

１）弁護士・司法書士との家計に関する連携が不可欠――何らかの制度化が必要。 

債務整理終了後の再相談の傾向として、前回の債務整理時に家計の問題が解決

されていず、再発した事例が出ている。 

―――債務整理途上で、家計指導のカウンセリングにつなぎ（生活再生相談

室などへ）サポートを開始する。 

２）債務整理途上での生活資金が必要な人への法律家のアドバイス 
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債務整理途上および事後の生活資金の必要な相談者にセーフティネット貸付の

存在を知らせることが予防の意味で重要。 

二）社会保障制度としての貸付の充実が必要。社会福祉協議会や福祉事務所での対応

が見えない。（別紙資料の福祉関連の事例参照下さい） 

三）生協でのセーフティネット貸付について、政策的にきちんと定めて欲しい。 

善意と相互扶助の精神で組合員出資金を運用し、経費負担もしているのに、生協

を縛る法律は貸金業法と殆ど同じと言うのは矛盾しており、現状では対応しにくい。

また、実績に伴い事後のサポート体制への予算化も考慮して欲しい。 

 

三、生活再生事業の損益状況 

（１）初年度は、２,９００万円の赤字 

全くの手探り状態であったため参考にしにくいため、詳しい報告は除くが、実質２，

９００万円の赤字。 

（２）２００７年度は、実質４,４０６万円の赤字 

一）内訳 

１）収入―――貸付利息収入４７５万円＋受け取り手数料３５万円＝収入５１０万

円 （貸付件数９６件、貸付金額９,８９０万円） 

２）人件費――実質は４,０６４万円 

・初動期の体制（職員４.５名・定時職員２名・事務方１名） 

・職員４.５名で３,５８４万円、定時職員４８０万円で合計４,０６４万円 

・福岡県との協働事業に到らなければ、２００９年度は福岡相談室のみで職員体

制２名と定時職員５名（高齢者再雇用と組合員理事出身者で）に移行するシミ

ュレーションである。その場合の人件費は２,４００万円。 

３）物件費―――８５２万円 

・家賃２７４万円、電算リース第１２０万円、消耗品費１２０万円、旅費交通費

７９万円、貸倒引当金４９万円ほか 

二）福岡県との協働事業を考えなければ、シミュレーション上は貸付残高が３億５千

万円になればペイできる内容である。 

 

（３）平成２０年度の予算は４８３万円の赤字（県からの委託料２,８７５万円含む） 

一）収入予算―――１,６５０万円 

１）面談１００８件、貸付実行率２０％・２０２件×貸付額９０万円＝１億８千万

円 

・県との協働事業で相談室は県内４箇所となるが、貸付件数の増加は組み込んでな

い。 

２）貸付利息収入１，５８７万円＋受取手数料６３万円＝１,６５０万円 

二）人件費予算――３,２７０万円 

１）４箇所の相談員体制は、職員の相談員体制は６名、嘱託職員７名の１３名体制。

但し、職員のうち、室長・職員２名・事務方１名の計４名は、新規展開に取り組
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むための支援人事としても動くため、人件費全額をグリーンコープ共同体（連帯

組織）の負担としている。 

２）従って、グリーンコープふくおかの生活再生相談室４箇所で日常的に相談・貸

付業務で動くのは、職員３名（内１名は来年から嘱託職員へ切り替え）と嘱託職

員７名の１０名体制で予算を計上している。 

三）物件費―――１,７８７万円―４８万円＝１,７３９万円 

１）前年に比べ増加しているものは地代・家賃の７２０万円である。また、生協法

改正に伴い書式や帳票の変更があり、２６０万円の予算発生などがあるが、全体

に切り詰めた予算である。 

２）経費の戻りで雑収入が４８万円 

四）経常剰余―――０円（収支０円） 

１）実質剰余―――△３,３５８万円 

２）福岡県からの委託料収入――２,８７５万円 

３）グリーンコープ連合よりの支援金４８３万円 

六）平成２０年度の現状と平成２１年度に向けて 
県の支援がない中では経営的に支えることはとても困難。年間１,０００人以上の

面談を行い、具体的な解決を図っているが、その中で貸付が必要なのは１０～２

０％であり、事業的に自立するには時間が必要。その間のコスト負担をどこで行う

のか、生協陣営で取り組むとすれば他県の相談室も福岡県と同様な支援が必要であ

る。全国の地域生協で取り組むための最低条件と考える。 
事業として自立できる採算ラインは福岡県の現状では貸付残高５億円である。県

内４箇所の事業所で、予算達成を目指したいが、あくまでも生活再生のための貸付

事業であり、福祉政策としての視点が必要。その意味で、国や県行政の施策の中に

組み込むべきと考える。 
 

 

四、別紙資料 
（１）面談者の属性の推移 
（２）面談件数・貸付実績推移表 
（３）貸付金実績の目的区分と内容 
（４）貸付事例（１）（２）（３） 
（５）福祉関連の機関と連携した方が良いと思える代表事例（０７年５月、０８年２月） 
（６）平成２０年度損益計算書（予算） 
（７）福岡県における多重債務対策（福岡県資料――事業スキーム） 
 
 

以上 


